
就労確約書（在園児用）

私は，保育施設等の利用にあたり，下記のとおり確約いたします。

記

早期の就労努力をし，就労後は必ず一月 16 日以上かつ一日 4時間以上を満たす

就労証明書を提出いたします。

なお，求職活動開始日から 90日以内に基準を満たす就労証明書が提出できない
場合には，保育の利用を解除されても異議はありません。

年 月 日

取手市長 殿

住所

保護者氏名 （ 父 ・ 母 ）

児童氏名

保育所： クラス年齢：

②


